
静岡県犯罪被害者等見舞金のご案内
殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を

負われた犯罪被害者の方に、見舞金を支給します。

１ 対象となる犯罪被害
令和７年４月１日以降に日本国内で発生した人の生命又は身体を害する罪に当たる

２ 対象となる方
犯罪の被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、静岡県内に住所を有する

ご遺族又は犯罪被害者

～犯罪の被害に遭われた方・ご遺族の方へ～

３ 見舞金の種類・支給対象者

〇 遺族見舞金 ３０万円
犯罪被害者の第１順位遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の

いずれか）に支給

〇 重傷病見舞金 １０万円
療養の期間が１か月以上（精神疾患の場合は、療養の期間が１か月以上かつ通算

３日以上労務に服することができない）と医師に診断された犯罪被害者本人に支給

４ 見舞金を支給しない場合
・犯罪被害者又は第１順位遺族と加害者の間に３親等以内の親族関係があったとき

・他の都道府県から当該見舞金と同種の支給を受けているとき

・犯罪被害者又は第１順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他責めに帰すべき

５ 申請期限
犯罪被害を知った日から２年以内 かつ 犯罪被害が発生した日から７年以内

制度の利用については、まずは下記窓口にお問い合わせください。

【静岡県犯罪被害者等支援総合的対応窓口】
（静岡県くらし・環境部くらし交通安全課）

電話番号：０５４－２２１－３７１５（平日 9：00～17：00）

行為があったとき など

行為（正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く。）による死亡又は重傷病

（※ただし、犯罪被害者が 18歳未満の者を監護していた場合は除く）


